
IPD制度の整備・充実に向けた検討

（１）IPDシステムの⽬的︓IPDシステムを利⽤する受講者の範囲の明確化
 ⾼度な専⾨的知⾒を有する技術者としての技術⼠を⽬指す技術者を受講者の対象と
する。

（２）IPDシステムの運営主体
 明確化された受講者の範囲に効果的にアプローチできる組織を選定する必要がある。
 運営主体は、プログラム提供機関や認証機関との強固な連携を図りつつIPDシステムを
主体的に推進する役割を担うことが必要であることを念頭に、実現可能な選択肢を⽰し
つつ選定する。

（３）IPDシステム利⽤によるインセンティブの付与
これまでの各社へのIPDヒアリングにおいて、多くの企業では新⼈研修システムがすでに確⽴

されている等、ステークホルダー（企業・利⽤者個⼈）に敢えて外部にIPD利⽤を求めるニーズ
は顕著とは⾔えないことから、メリットやインセンティブを積極的に明⽰し、IPDの普及・利⽤者拡
⼤に繋げる。
 具体的なアイデア（次⾴）
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（３）IPDシステム利⽤によるインセンティブの付与
 具体的なアイデア

 常にステークホルダーのニーズの把握に努め、利⽤者個⼈にとって魅⼒ある研修内容を提供
 DX等の最先端技術や経済安全保障など、各企業のみでは対応困難であるが、利⽤者個⼈が興味を
持ちそうな課題について、協⼒機関が最新の知⾒を有する専⾨家を派遣することにより、時代の潮流に合
致した研修を実施

 そのほか、IPD認証を企業の⼈事考課への活⽤等の様々なメリットをステークホルダーに対して⽰す 等

（４）関係機関との連携
運営主体は、体系的で効果的なIPD活動を⾏えるよう、産業界や教育機関、学協会等
の連携を図り、⼈材交流の場を形成。

 （２）や（３）と連動させて今後、詳細については検討
 例えば、IPDシステムにより形成されたプラットフォームが「技術者間の⼈材交流の場」として機能し、そこに
参加することにより、最前線の知⾒を獲得できるだけでなく、異なる業種との交流促進がもたらされるなどに
繋がっていくことを期待

第３回IPD懇談会で⽰された論点及び今後の検討⽅針（つづき）
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究極的には、若手技術者全体の教育システムを目指す

⾃主的に資質能
⼒を⾼める活動

優れた技術者や⽀援組織等から⽀援
を受けながら資質能⼒を⾼める活動

・IPDプログラムデータベー
スの管理
・GA&PC認証

修習活動をアドバイス

修習技術者

活動実績等登録

提供
・研修素材
・修習ガイドラインの策定
・メンター登録・検索シス
テム
・IPDポイントの付与

IPD⽀援者（メンター）

IPDシステム全体を運営主体が管理

研修講演会 トレーニングOJT

メンター登録・検
索システムに登録

OFF-JT

我が国の技術⼒強化を⽬指す教育システムの形成

⾃主学習

IPD受講者の範囲

学協会・教育機関が提供
⼈材交流・連携強化

⇓
普及拡⼤

コミュニティ形成

・技術者
・修習技術者
・メンター
・研修提供者等
の交流

企業から派遣
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